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かすみがうら市議会運営委員会会議録 

                                               

令和７年１２月２５日 午後 ３時０５分 開 議 

                                               

出 席 委 員 

委 員 長  櫻 井 繁 行 

副委員長  鈴 木 貞 行 

委  員  矢 口 龍 人 

委  員  岡 﨑   勉 

委  員  久 松 公 生 

委  員  櫻 井 健 一 

                                               

欠 席 委 員 

                                 な  し 

                                               

委 員 外 議 員 

                                 議  長  来 栖 丈 治 

                                 副 議 長  設 楽 健 夫 

                                               

出 席 説 明 者 

                                 な  し 

                                               

出 席 書 記 名 

議会事務局長  齋 藤   明 

議会総務課長  由 波 大 樹 

議会総務課課長補佐  鴻 巣 智 子 
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議  事  日  程 

令和７年１２月２５日（木曜日）午後 ３時０５分 開 議 

 

１．開  会 

２．議長あいさつ 

３．事  件   

（１）来栖丈冶議長及び佐藤文雄議員への抗議並びに議会運営の適正化に関する申入れへの 

   回答案について 

  （２）そ の 他 

４．閉  会 

                                           

開 議  午後 ３時０５分 

○櫻井繁行委員長 

  それでは委員の皆様には、懲罰特別委員会に引き続きお集まりいただきまして誠にありがとうござい

ます。 

ただいまの出席委員は６名で、会議の定足数に達しておりますので会議は成立をいたしました。 

それではただいまから議会運営委員会を開きます。 

初めに来栖議長からごあいさつをお願いいたします。 

○議長（来栖丈治君） 

 こんにちは。懲罰特別委員会の終了後のお疲れのところ、委員の皆様方におかれましては引き続きの

会議にご出席をいただき、大変ご苦労さまでございます。 

去るに12月５日付けで市長から申し入れにつきまして、私の意見を踏まえ、回答案を作らせていただ

きました。 

本日は、委員の皆様にご確認をいただき、ご意見等を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○櫻井繁行委員長 

ありがとうございました。 

次に書記を指名いたします。 

議会事務局議会総務課、鴻巣補佐を指名いたします。 

本日の日程は、会議次第のとおりでございます。 

では早速本日の日程事項に入ります。 

                                           

○櫻井繁行委員長 

 本日の事件は、（１）来栖丈冶議長及び佐藤文雄議員への抗議並びに議会運営の適正化に関する申し

入れについての回答案についてでございます。 

 それでは回答案について事務局より説明を求めます。 

〇議会事務局長（齋藤 明君） 

 回答についてご説明いたします。もちろん、来栖議長の意向に基づき作成させていただきました。 

（１）から（６）まで、回答について読ませていただきます。 

（１）誹謗中傷的と受け止められた発言及び佐藤議員に関する事項について、特定の議員の発言に関す
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るご懸念については承知いたしました。本件については、既に懲罰特別委員会が設置され、当該委員会

において事実関係や発言の適否などについて審査が行われることとなっておりますことから、個別の発

言内容の評価や対応について本回答で見解を示すことは差し控えさせていただきます。 

本職に対する申し入れについてですが、かすみがうら市議会会議規則及び議会先例集を基に、議長と

して議会運営を懸命に果たしてまいりましたが、市長からの申し入れは謙虚に受け止めさせていただき

ます。 

議場内での秩序保持は本職に委ねられておりますが、議員に対する一般質問の権利も与えられており

議員全員の協力も欠かせません。そのため、副議長をはじめ各議員にも協力を仰ぎながら、必要な改善

を図ってまいります。 

続きまして（２）番、一般質問における通告外質問等への対応につきましては、議長による議事整理

権の適切な行使が重要であるとのご意見を踏まえ、今後の議事運営の改善に向けた参考とさせていただ

きます。 

なお、議事運営は地方自治法に基づき議会が自主的に判断すべき事項であるため、この点につきまし

てはご理解賜りますようお願いいたします。 

（３）番、一般質問の発言を補完するための資料等の精査と併せて、必要に応じた資料請求とするよう

全議員へ周知徹底を図ります。 

（４）番です。議会において、相手方の人格を損ない得る表現が用いられることは望ましいものではな

いとの認識は、議会としても共有しております。議員相互の節度ある発言を促すため、議会内での意識

向上に努めてまいります。 

なお、本件についても、懲罰特別委員会の審査内容に含まれておりますことから、本回答で見解を示

すことは差し控えさせていただきます。 

（５）番めです。一般質問時間配分については、現行のとおり進めていくことでご理解願います。質問

時間の設定は、議会自らの判断により決定すべき性格のものです。いただいたご意見は、今後の議会運

営委員会における検討の参考といたします。 

（６）番、期限を厳守するよう全議員へ周知徹底を図ります。 

なお、市長への回答につきましては、令和８年１月７日開催予定の第１回臨時会告示日の全員協議会

で報告後、別紙、回答本文にて、回答したいと考えております。 

〇櫻井繁行委員長 

ちょっと、暫時休憩します。        ［午後 ３時１１分］  

〇櫻井繁行委員長 

それでは、会議を再開させていただきます。 ［午後 ３時３８分］ 

局長のほうから説明をるるいただきました。 

それでは回答（案）につきましてご意見またはお気づきの点ございましたら挙手の上、ご発言をお願

いいたします。 

ご意見等ございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

〇櫻井繁行委員長 

それでは意見がないようでございますので、こちらを申し入れ書の回答については令和８年１月７日

に予定をしております第１回臨時会の告示日に開催をされます全員協議会で報告をし、市長へ回答した

いと思いますが、よろしいでしょうか。 
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[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

〇櫻井繁行委員長 

それでは異議がないようですのでそのようにさせていただきます。 

                                          

〇櫻井繁行委員長 

以上で、本日の日程は全て終了いたしましたが、そのほか何かございますか。 

〇矢口龍人委員 

選挙の日程等の話は、前回は臨時議会で特別委員会作ろうっていうのがあるんだけど、臨時議会で作

れないらしいので、結局３月の議会まで持ち込むしかないんだよな。 

〇櫻井繁行委員長 

今、矢口委員がおっしゃっていただいた、前回の議会運営委員会のほうで選挙の報酬とか定数とかそ

の辺も含めて臨時会という話がありましたよね。その件について議会事務局のほうで。 

〇議会事務局長（齋藤 明君）  

臨時会が１月14日にあるので、14日というお話でしたと思うんですが、確認した結果臨時会におきま

しては、特別委員会を設置しないといけませんが、できないということで、本会議でなら、設置するこ

とで、第１回定例会…… 

[「３月」と呼ぶ者あり] 

〇議会事務局長（齋藤 明君）  

２月。 

[「２月26日」と呼ぶ者あり] 

〇議会事務局長（齋藤 明君）  

で、提案していただいて、定数なり、同日選挙のお話…… 

[「特別委員会を設置するんであればそういう話をするっていう」「しないとできないべな」「そう

ですね」「議運じゃできないよ、いくらなんでもな」と呼ぶ者あり] 

〇議会事務局長（齋藤 明君）  

とかになりますので。 

〇櫻井繁行 

ちょっと暫時休憩で。   ［午後 ３時４１分］  

〇櫻井繁行委員長 

会議を再開いたします。  ［午後 ３時４６分］  

矢口委員からも貴重なご意見いただいて、当初の考えであった臨時会のほうでは、議員発議ができな

いということですので、その先を見据えて、少し議長のほうと調整して進めさせていただければと思い

ますので、引き続き、検討委員会のような形になるかもしれませんが、そちらも議会運営委員会のほう

でも、とらえていきたいと思います。一応よろしくお願いいたします。 

そのほか何かございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○櫻井繁行委員長 

 ないようですので、以上で、本日の議会運営委員会を散会いたします。 

お疲れさまでした。 
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散 会  午後 ３時４７分 



かすみがうら市議会委員会条例第３０条第１項の規定により署名する。 

 

 

議会運営委員会委員長 櫻 井 繁 行 

 


